共　同　研　究　契　約　書

　大学共同利用機関法人情報・システム研究機構（以下「甲」という。）と○○○○（以下「乙」という。）は、次の各条によって共同研究契約（以下「本契約」という。）を締結するものとする。

（共同研究の題目等）
第１条　甲及び乙は、本契約の定めに従って、次の本共同研究を実施するものとする。
(1) 研究題目： 　　　　　　　　　　
(2) 研究目的：　　　　　　　　　（以下「本目的」という。）
(3) 研究内容：　　　　　　　　　　　
(4) 研究期間：令和○年○月○日から令和○年○月○日まで
(5) 研究分担：（甲）
（乙）
(6) 研究実施場所： （甲）国立遺伝学研究所○○研究室
（乙）

（共同研究に従事する者）
第２条　甲及び乙は、それぞれ別表第１に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。
２　甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするときはあらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
３　甲及び乙は、研究担当者の甲又は乙に属する者への変更又は追加を行う場合は、あらかじめ相手方に書面により通知するものとする。

（研究成果有体物の提供）　
第３条　甲及び乙は、本共同研究を遂行するために、甲が所有する研究成果有体物（以下「本有体物」という。）を乙に提供する場合には、別途、研究成果有体物の取り扱いに関する契約を締結するものとする。乙は本有体物及びその子孫を第三者へ転売又は譲渡することはできない。
[bookmark: _Hlk132287870]
（研究経費の負担）
第４条　乙は、本共同研究の実施に必要な以下の研究経費（以下「研究経費」という。）を負担するものとする。負担額は別表第２に掲げる金額とする。
1 本共同研究の遂行に直接必要な経費（以下「直接経費」という。）
2 一号以外に必要となる経費（以下、「間接経費」という。）

（研究経費の納付）
第５条　乙は、別表第２に掲げる研究経費を甲の発する請求書により、当該請求書に定める納付期限までに納付しなければならない。
２　乙は、前項の納付期限までに研究経費を納付しないときは、納付期日の翌日から支払日までの日数に応じ、その未納額に年３％の割合で計算した延滞金を支払わなければならない。

（経理）
第６条　前条の研究経費の経理は甲が行う。ただし、乙は本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。

（研究の中止又は期間の延長）
第７条　天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。

（研究の完了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い）
第８条　本共同研究を完了し、又は前条の規定により、本共同研究を中止した場合において、第５条の規定により納付された研究経費の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求できる。甲は乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
２　甲は、研究期間の延長により納付された研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。

（知的財産権の帰属）
第９条　甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相互に通報し、当該発明等の権利の持分や、出願の可否、費用分担等について協議するものとする。
２　乙は、本有体物を本目的のために使用した結果得られたすべてのデータ、結果及び発明を所有するものとする。

（秘密の保持）
第１０条　甲及び乙は、本契約内容、本共同研究の実施に当たり、開示もしくは提供を受け又は相手方より知り得た技術上及び営業上の一切の情報（以下、秘密情報という）について、別表第１の研究担当者以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた情報に関する秘密について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
  一　開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
　二　開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
　三　開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
　四　正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
　五　相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
　六　書面により事前に相手方の同意を得たもの
２　甲及び乙は、相手方より開示若しくは提供を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
３　本条第１項及び第２項の規定は、本契約終了後も、３年間有効に継続するものとする。

（研究成果の取扱い）
第１１条　甲及び乙は、本共同研究によって得られた成果を公表する際には、事前に相手方の書面による了解を得るものとする。

（免責）
第１２条　第３条に基づいて甲から乙に提供される研究成果有体物について、甲は乙による本有体物の利用が第三者の産業財産権をはじめとする一切の知的財産権を侵害しない旨の保証及び特定目的への適合性の保証をはじめとする一切の保証が無い状態で本有体物を乙に提供する。また、乙による本有体物の使用、保管、または廃棄について乙及び第三者に生じた損害の一切の責任は乙が負うものとする。

（契約の解除）
第１３条　甲は、乙が第４条及び第５条に規定する直接経費等を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
２　甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後７日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
  一　相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
　二　相手方が本契約に違反したとき

（契約期間）
第１４条　本契約の期間は本契約の締結日にかかわらず、第1条1項4号に定める期間とする。
２　第９条、第１１条、第１５条及び第１６条は、本契約に別段の定めがない限り、本契約の満了又は終了後も存続するものとする。

（損害賠償）
第１５条　甲又は乙は、第１３条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。

（協議）
第１６条　本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。

（裁判管轄）
第１７条　本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

　本契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲、乙それぞれ１通を保管するものとする。

　　令和○　年　○月　○日

              　　　　　　　　　（甲）　東京都港区虎ノ門4丁目3番13号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　機構長　　喜連川　優　
                  
              　　　　　　　　　（乙）　





別表第１（第２条，第１０条関係）
	区分
	氏　名
	所属部局・職名
	本研究における役割

	

甲
	



	例：国立遺伝学研究遺伝形質研究系〇〇研究室


	




	

乙
	
	
	








別表第２（第４条,第５条関係）甲の施設における共同研究の研究経費
	区分
	直接経費等

	甲
	０円

	乙
	円
（うち消費税額及び地方消費税額　　　　　　円）

	
	
内訳
	直接経費
　　　　　　　　　　　　円
間接経費（直接経費の10％）
　　　　　　                      　　 　　円

	[bookmark: _GoBack]

	合計
	円
	


（注）共同試験研究促進税制による税額控除の申告を予定している場合は、直接経費等の内訳を
明記する必要がある。


